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令和６年度計算書類及び令和７年度収支予算書の届出について 

このことについて、私立学校振興助成法（昭和 50 年法律第 61 号）第 14条第２項の規定に

基づき、下記のとおり令和７年６月 30 日（月）までに提出してください。 

記 

【提出書類及び対象範囲】 

 １ 令和６年度計算書類 

   令和６年度に県から経常費補助金の交付を受けた全ての法人 

※ 令和７年４月から改正後の私立学校振興助成法（以下「改正法」という。）が施行

されていますが、附則により改正法の施行日前に開始した会計年度に係る県からの

補助金の交付を受けた学校法人等の計算書類等の作成及び提出については従前の例

によるとされています。 

 ２ 令和７年度収支予算書 

   令和７年度に県から経常費補助金の交付を受けようとする全ての法人 
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